
 
 
 

 

 

（日時） 令和６年５月８日（水） 

（場所） 印西市役所 本庁舎３階 市長応接室 

（出席者） 市長、副市長 

総務部長、企画財政部長、市民部長、環境経済部長、福祉部長、健康こども部長、都市建設部長、教育部長、

上下水道部長、総務課長、企画政策課長、財政課長 

 

 

令和４年９月から第３子以降の児童・生徒の学校給食費について、無償化とし、保護者

等の子育てに要する費用の負担軽減を図ってきた。  

さらなる保護者等の経済的負担を軽減し、社会全体で児童生徒の健全な成長を支え、健

康の増進や体力の向上に資するものとして、市立小中学校の児童生徒における学校給食費

の無償化を実施するため、本条例を新たに制定し、学校給食費の徴収及び納付、減免等の

規定を明文化するものである。  

  

【令和６－４】について、承認 

 

 



第１号様式（第８条） 

政 策 調 整 会 議 付 議 書 

整理番号 令和６－４ 付議年月日  令和６年５月８日 

所管部課名 教育部学校給食課 

件   名 印西市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について 

理由及び概要 

令和４年９月から第３子以降の児童・生徒の学校給食費について、無

償化とし、保護者等の子育てに要する費用の負担軽減を図ってきた。  

さらなる保護者等の経済的負担を軽減し、社会全体で児童生徒の健全

な成長を支え、健康の増進や体力の向上に資するものとして、市立小中

学校の児童生徒における学校給食費の無償化を実施するため、本条例を

新たに制定し、学校給食費の徴収及び納付、減免等の規定を明文化する

ものである。  

問題点及び 

調整事項 
 

関係法規及び

関係所管 
学校給食法（昭和２９年法律第１６０号） 

対応方針 法令審査委員会に諮り、令和６年第２回市議会定例会にて議案上程 

※決定区分 

 

１・承認      ２・継続審議      ３・却下 

 


